
1 はじめに

働く意思と仕事能力のある高年齢者に ｢働き続ける｣

選択肢を用意すること, そして同時に, 引退したい人

がその後の生活を案ずることなく平穏な生活を送れる

よう, 安定的な年金給付水準を維持すること, この二

つが高齢社会には必要である｡ 二人の著者はこうした

信念に基づき, 10 年以上にわたって高年齢者の雇用・

就業問題を経済学の観点から研究してきた｡ 本書は,

これまでに著者たちが発表してきた論稿を土台として,

それを一冊の本に編纂したものである｡

なによりも, この本を手に取り感銘を受けるのは,

著者たちの研究者としての姿勢である｡ 高年齢者問題

は 2007 年に団塊世代が 60 歳を迎えることから, 今日

的課題として注目されている｡ しかしながら, 一度で

もこのテーマに携わったことのある研究者ならば, お

そらくその多くが共通認識としていることがある｡ す

なわち, この問題の背後には, レイシズムやセクシズ

ム (人種や性別に基づく差別的制度とその実践) と同

様に, 連綿と受け継がれてきたエイジズム (年齢に基

づく差別的制度とその実践) がかなり強固に潜んでい

るということである｡ 高年齢者の就業問題が人権保障

にかかわる課題であることはすでに国連原則が定める

ところであり, 単にこれからの日本社会の活力の維持

のためといった便宜主義的, あるいは一過的な課題と

して片付けることができないテーマとなっている｡ 著

者らを長期の研究にかきたてるものは, こうした国際

社会の認識を踏まえた上での倫理感と正義感であり,

そのことがこの本の随所に現れている｡

また本書は, 近年議論の俎上に上ることの多い, 若

年層との雇用代替問題についても触れている｡ 同問題

に関する先進諸国の傾向をマクロレベルで分析した結

果, 高年齢者と若年層の雇用代替の可能性はほぼ認め

られないこと, そして EU 諸国で行われた高年齢層の

早期引退を促す社会政策アプローチが, 若年層の失業

防止に結びつかなかったばかりか, 早期引退者増によ

る財政負担だけを増加させたことを指摘し, 日本にお

ける高年齢層と若年層の置換効果論に警鐘を鳴らす｡

こうした国際比較に基づく事実確認は, 高年齢者雇用

や若年者失業に関心を持つ研究者, および行政担当者

にとって必見といえよう｡ 以下に本書の内容を紹介し,

その上で若干の論点を述べていく｡

2 本書の概要

本書の問題関心は主として 2 点あり, 第 1 は日本の

高年齢者はなぜ就業意欲が高いのか, 第 2 は高年齢者

の就業を決定づける要因, および就業を阻む要因は何

であるのか, これを明らかにすることにある｡ まず第

1 の関心について見ていこう｡

日本の高年齢者層の労働力率が, 他の先進諸国に比

して抜きん出て高いことはすでに周知とされることだ

が, この点に関して第 2 章は, 各種 OECD データを

概観し, 次の点を新たな発見事実として導いている｡

第 1 に, 所得代替率では説明がつかないほど, 日本の

高年齢者の就業意欲は高い｡ 第 2 に, こうした就業意

欲の高さは, 相対的に年金水準が低く, 定年退職慣行

を経験することのない自営業者比率が日本ではまだ高

いことによっても牽引されている｡ 第 3 に, 勤労収入

と年金とを組み合わせて高年齢期の所得を確保してい

かざるをえない低所得層が日本には少なくない｡ 第 4
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に, EU 諸国では若年層の失業率上昇を抑制するため

に, 失業給付等を充実させ, 高年齢者の早期引退を促

す社会政策が行われたが, 日本ではこうした政策がと

られなかったことが指摘される｡

さらにこの分析は第 6 章に引き継がれ, 高年齢期の

所得格差問題に焦点を絞り, 高齢低所得層への所得再

分配政策の必要性が主張される｡ ここでは OECD 諸

国の中でも日本の引退世代の所得格差は顕著であり,

低所得に転落する理由として, 所得に占める勤労収入

比率が高年齢期においても依然として高いことから,

就業者のいない, たとえば死別高齢単身女性世帯は特

に低所得となる可能性が高いこと, また報酬比例年金

が就労期の所得格差を引退期において再現する性質を

持っていることが指摘される｡

次に第 3 章から第 5 章では本書の第 2 の問題関心,

すなわち高年齢者の就業決定要因と阻害要因の解明が

行われており, 各章では労働供給行動に関する先駆的

な分析結果が提示されている｡ 使用データは ｢高年齢

者就業実態調査｣ をはじめとする各種省庁統計である｡

まず第3章では, 高年齢者はどのような条件がそろっ

ているときに 60 歳を超えて働くのか, あるいは働か

ないのか, その要因分析が行われる｡ 健康上の問題を

抱えている場合, また年金受給の資格がある場合や定

年退職の経験がある場合, そして年金以外の非勤労収

入が高い場合には, 働かない選択がとられやすい｡ ま

た過去に勤務した企業が小規模企業であるほうが就業

確率が高く, 特に 60 歳代前半層では管理・専門職の

ほうが, 生産工程従事者よりも就業確率が高い｡

さらに続く第 4 章では, 年金制度に代表される国の

社会保障制度の問題点と, 定年等をはじめとする企業

の雇用制度の問題点が指摘され, ここでは特に労働の

質に関心がおかれる｡ 勤労収入に応じて年金額をカッ

トする在職老齢年金の仕組み, および定年退職制度は,

高年齢者の労働供給を抑制しており, また高年齢者の

就業を, 本格的に働くよりは従前とは異なるより単純

な仕事に向かわせ, また同時に, より低い能力しか求

められない低賃金の仕事へと振り分けられやすくする

ために, 長年培ってきた仕事能力が十分に活かされな

い事態を招いている｡ また加えて定年退職の経験は,

その後の就業における賃金水準の大幅低下をもたらし
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ている｡ さらに採用における年齢制限が中高年層の再

就職を妨げており, 募集・採用における年齢制限の抜

本的見直しが重要と唱える｡ またこうした問題点を是

正するために, 年功的な賃金制度や昇進制度, そして

定年に依存した雇用調整のあり方を改める必要がある

と論じている｡

そして第 5 章では, 60 歳に限らずその前後を含め

た引退プロセスに焦点が当てられ, 労働者の複雑な引

退行動の解明が試みられている｡ 用いられる統計手法

は, 引退というイベントが発生するまでの生存期間

(引退に至るまでの期間) を被説明変数とするハザー

ド分析である｡ ここで新たに見いだされた主要な分析

結果は次のとおりである｡ 従前企業を退職して再就職

するまでの間に休養期間があるほうが, より長期にわ

たる就業が実現されている｡ また自発的休養者のほう

が, 非自発的休養者よりも知人の紹介や縁故などの私

的ネットワークを利用して, 再就職に成功しやすい傾

向を持っている｡

最終章の第 7 章はこれまでの分析をまとめ, 高年齢

者の就業促進のための政策提言がなされている｡ すで

に上記に含めて述べてきたのでここで再言しないが,

働く元気と能力のある高年齢者の就業意思を活かし,

生涯現役社会の実現に向けた制度変革に関する政労使,

国民間での合意形成の必要性が提唱されている｡

以上のように, 広範にわたる国内外のデータを参照

し, 精緻な実証分析を通じてさまざまな事実を導き出

した本書は, ｢高齢化の中で社会システムをどのよう

に変えていくかは, 最終的には国民の選択に委ねられ

るべき｣ であり, ｢国民による選択がきちんと行われ

るために…… (中略), 高齢者の就業に関する事実の

確認と, それに基づく政策提言を示そう｣ という, 著

者たちの当初の目的を十二分に果たしている｡ しかし

それを踏まえた上で, 評者の役割として, 誌面の許す

限りでいくつかの論点と疑問点を述べてみたい｡ 分析

方法と分析結果の解釈に関する若干の疑問点と, 大き

な論点を二つ挙げる｡

3 課題：国際比較の難しさ, 分析結果に関

する解釈の難しさ

まず分析上の問題点である｡ 第 1 に, 本書で使用さ

れている ｢(マクロ) 所得代替率｣ は, 著者自身も

｢特殊な定義｣ と見なしているように, 個人の就業行

動を明らかにしようとする本来の意味での所得代替指

標ではない｡ しかしそれを承知の上で用いるのであれ

ば, 少なくとも次の点に留意しなければならない｡ ま

ず所得代替率の分子には公的年金だけでなく私的年金

や企業年金を含める必要があるのではないだろうか｡

また日本においては著者が指摘するように ｢就業して

いる年金受給者｣ が多く, こうした実態をどのように

扱うのかという問題がある｡ さらにいえば, 他国では

早期引退政策が国の政策レベルで行われ, よって公的

支出に計上できるが, 日本では企業内の施策として行

われたため, 社会支出に乗せることができない点も考

慮する必要があろう｡ このように各国の政策の違いを

考慮すると, 正確に国際比較することの難しさが浮き

彫りとなる｡ しかし, 国際比較の重要性は今後さらに

高まると思われ, こうした試みが高年齢者雇用研究に

おいて多く輩出されることも同時に期待したい｡

第 2 に低所得層の議論に関する問題であるが, ここ

で指摘される第 1 所得五分位に位置する人々は, たし

かに相対的にみた場合に低所得層にあたるかもしれな

いが, はたしてどれだけ老後の基本的生活に不自由が

ある人々といえるのだろうか｡ 経済状況を測定するた

めには, 所得や年金などのフローばかりでなく, 貯蓄

や資産などのストック部分も分析に含める必要がある

だろう｡ 一般的にいって貯蓄から負債分を差し引いた

高年齢者層の金融資産残高は, 現役世代と比較して極

めて高い水準にあるという特徴がある｡ 真の意味で経

済的困窮にある人々に対して, 所得再分配を考えるこ

とは大切である｡ しかし少なくともいえることは, そ

うした人々はたしかにいるが高年齢者の一部であって,

日本の高年齢者の標準的傾向とはいえないということ

だ｡ こうした人々の社会保障の問題は本筋の高年齢者

問題とは別立てで検討すべきであろう｡

第 3 として, いったん会社を退職した後の休養期間

が, 引退年齢を遅らせる効果を持つとの分析結果が導

かれているが, これはなぜなのだろうか｡ 本文には十

分な解釈が示されていない｡ おそらくここで再就職と

いった場合に, どのような種類の就業が含まれている

のかに注意を払う必要がある｡ 実態として高年齢者の

再就職は難易度が高いため, 家業や知人や親類の事業

等を手伝うといったものも少なくない｡ このような就
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業の場合には, 明確な引退年齢も認識されず, 結果と

して引退までの期間が見かけ上は引き延ばされている

可能性がある｡ 本分析が提示する, 退職後いったん元

の職場を離れ､ 休養期間を設けて再就職したほうが,

より安定的に長く働けるという含意は, 企業の高年齢

者雇用施策において, また個人が将来設計をする際に

も大きな意味を持ってくる｡ そうであるからこそ, よ

り慎重な議論が必要とされている｡

4 論点 1：年金制度における公平と公正

最後に大きな論点を二つ挙げたい｡ 第 1 は年金制度

のあり方に関する本書の提言と, 第 2 は就業意欲に関

する分析視点に関してである｡

本書を読み, 年金制度とは, 職業生活から引退した

人々の生活基盤を社会が支える仕組みと捉えるべきな

のか, それとも国民それぞれが老後の生活のために現

役時代に積み立てをし, ある年齢からこれを取り崩し

ていくという, 社会を通じた一種の財産管理の仕組み

と捉えるべきなのか, 改めて考えさせられた｡ 評者の

見る限り, 本書は年金制度の改革に関して三つの提案

をこの一冊の中でしている｡ 第 1 は, 勤労収入に応じ

た年金給付制限の撤廃である｡ 第 2 は, 年金支給開始

年齢が労働供給に対して中立になるように, 受給が早

ければ給付水準を低くし, 遅ければ高くすることで,

最終的な総年金受取額を一定にするという提案である｡

第 3 は, 保険料拠出と給付を厳密に対応させず, 一定

の再分配要素を取り入れるべきとする提案である｡

第 1 と第 2 は著者が指摘するように必ずしも同時達

成ができないわけではない｡ 勤労収入に応じて減額さ

れた分を引退後に上乗せすることで年金受取総額を同

等に保つことができるからだ (寿命という不確定要素

はここでは一定と仮定する)｡ しかし第 1 と第 2 の提

案はともに, 高年齢者を労働市場にとどめることには

貢献したとしても, �迫する現在の年金財政を解決す

ることにはあまり貢献しないように思われる｡ たとえ

就労している高年齢者が保険料や所得税を負担したと

しても, この仕組みの下では年金の給付総額は確実に

増加するからである｡

このように考えると, 保険料総額と年金給付総額を

等しくしようとする, いわゆるスウェーデン方式は,
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すでに多額の給付債務超過を抱え, またこれほど急速

に高齢化が進み, 老齢人口も多い日本の社会には, も

はや適用できないように思われる｡ 年金制度における

公平性・公正性というものを日本の社会はどう捉えて

いくのか, いま社会保障制度の根本が問われていると

いえよう｡ また負担者であり受益者でもある国民との

間にどのように合意を形成していけばよいのか, 年金

制度にかかわる課題は山積みであり, 本書をはじめと

する多くの研究結果が出たところで, これを一本の政

策提言へと紡ぎ合わせていく作業が今後は必要となろ

う｡

5 論点 2：モチベーション研究の視点

第 2 点目は, 高年齢者の就業意欲の高さとその要因

に関する論点である｡ 本書は職業からの引退というラ

イフイベントを軸に, その前後における経済性に着目

し分析を行っている｡ しかし就業意欲, すなわちモチ

ベーションは, 経済的側面だけで説明がつくとは思え

ない｡ 高年齢者のモチベーションには, 単に労働の対

価としての金銭的報酬以上の何かがあり, その比重は

決して小さくはないのではないか｡ たとえば, 60 歳

に到達する以前の現役時代から培われてきた働くこと

に対する意欲や, 職務および組織に対するコミットメ

ントのあり方, すなわち日本人の多くが持ち合わせて

いる特有の労働観にも由来しているとは考えられない

だろうか｡ 高年齢者のモチベーションがどのようにし

て形成され, 駆動させられているのかを解明し, 就業

継続と引退選択の行動を理解し, 雇用から引退への円

滑な移行を年金制度の設計と関連づけてマネジメント

していくには, おそらく経済性だけでは説明のつかな

い領域にまで踏み込む必要がある｡ こうした試みは,

高年齢者の雇用研究にとどまらず, 働くことに後ろ向

きな現代の若者に対して何らかのメッセージを送るこ

とにもなろう｡

そしてさらに, 日本の高年齢者の就業意欲が高いこ

とがわかったところで, どうすれば高年齢者が働き続

けてくれるかを考えると同時に, どうすれば働きたい

と考える高年齢者を実際に企業が雇用できるのかにつ

いて, 検討が重ねられていく必要があるだろう｡ これ

は評者自身の課題としても受け止めたいと思う｡

このように, 高年齢者の就業･引退行動は複雑であ

り, また本人の意思や能力も多様性を極めている｡ モ

チベーションの問題をはじめ, 著者たちが示す本書に

残された課題を解き明かすヒントは, もしかしたら実

際に働く人々や引退した人々など, 現場の声に耳を傾

けるなかにあるのかもしれない｡ 理論やデータから導

かれた結果と, 刻々と変化していく現実社会との間に

きちんとした結節点を見いだし, 人々の実感に即した

政策提言が行われていく必要はあるだろう｡

本書は高年齢者の雇用・就業問題を研究課題とする

者のみならず, 社会保障や労働問題に関心を寄せる研

究者や政策担当者, また企業で人事労務管理に携わる

実務家にもぜひ手に取っていただきたい一冊である｡

米国や EU 諸国など, 高年齢者の就業促進施策を考え

る上で, わが国が手本とすべき国々はあるものの, や

はり日本には日本独自のエイジフリー社会への道筋が

あるということを, 改めて確認させられる力作である｡
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本書は, 著者が収集した六つの地方自治体 (2 県・

1 政令指定都市・ 2 市・ 1 町) の人事管理事例の分析

と既存研究・統計調査のサーベイとを通じて, 地方自

治体における人事管理の特徴と問題点を明らかにする

とともに, 今後進んでいくであろう地方公務員制度改

革を念頭に置きつつ, 地方自治体の人事管理面の改革

についての提言を行おうとするものである｡ 特に著者

は, 民間企業の人事管理との比較を前面に押し出しな

がら, 地方自治体の人事管理の特徴と問題点について

描き出そうとしている｡ 著者に本書を書かせた問題意

識としては, 本書 ｢はしがき｣ にもあるように, 近年

の公務員制度改革論議が有意義な成果を生み出すため

には, 法制度の解釈だけにとらわれることなく, 現実

の地方自治体職場における人事管理の運用実態を知る

ことが必要である, というものがある｡

本書の内容の概略は以下の通りである｡

第 1 章では, 地方自治体において人事管理が重視さ

れるべき根拠が述べられる｡ 地方自治体の組織目標は

行政サービスの提供を通じての市民の効用の増加にあ

る｡ しかし行政サービスにおいては, 民間部門のよう

にはマーケット・メカニズムが働かない以上, 利潤や

売上高などの具体的な数値を通じての仕事面の業績チェッ

クが行えない｡ ゆえに地方自治体では, 市民の効用増

加という目標達成のためのひとつの方法として, 人事

管理の役割がいっそう重要になるとする｡

第 2 章では, 民間企業のホワイトカラーを対象とし

た既存研究との対比を意識しながら, 地方公務員のヨ

コの異動範囲についての考察がなされる｡ 民間企業の

大卒ホワイトカラーの多くはどちらかと言えばスペシャ

リスト的な異動パターンをとるという既存研究の知見

を踏まえた上で, 地方公務員 (特に専門職種でない一

般行政職職員) の場合は, 著者自身の事例調査や既存

の定量的研究の結果からジェネラリスト的な異動が多

いと結論づける｡ その上で, この異動パターンは行政

サービスの非効率をまねき, 市民の効用増加の障害に

なるとする｡

第 3 章と第 4 章では, 地方公務員のタテの昇進の問

題が考察される｡ まず第 3 章では, 統計データを使っ

て地方自治体と民間企業の役職比率を比較した結果,

地方自治体における役職者の比率は民間企業よりもは

るかに高いという指摘がなされる｡ 著者はこの原因を

地方自治体におけるスタッフ管理職の多さから説明し

ている｡ また, 役職比率の増大は, 責任と権限の分散

を通じて意思決定の遅れや組織効率の低下を招き, 市

民ニーズへの迅速かつ適切な対応を阻害するとしてい

る｡ 第 4 章では, 地方公務員の昇進スピードと選抜の

仕組みについての考察がなされる｡ 著者は, 地方自治

体においても民間企業同様に厳しい昇進競争があるが,

役職昇進年齢が民間よりも遅いこと, 50 歳代後半で

も役職比率が減らないこと, 管理職選抜において民間

ほど人事考課が活用されていないことなどを地方自治

体の特徴として指摘している｡

第 5 章では, 職員の動機づけ要因として重要である

賃金制度についての考察が行われる｡ 役職昇進に伴う

賃金上昇は, 市町村を除いた地方自治体でも民間と大

差なく存在しており, それゆえ昇進に対する賃金面で

のインセンティブは地方公務員にとっても民間と同程

度にあるという指摘がなされる｡ しかし, 昇給や昇格

の仕組みは地方自治体と民間では大きく異なっており,

地方自治体の場合, 昇給・昇格に人事考課の結果が反

映されないという指摘がなされる｡

第 6 章では, 本書のまとめとして, 地方自治体にお

ける人事管理の重要性, 公務・民間の人事管理の類似

点と相違点, それらを踏まえた今後の地方公務員人事
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管理改革の方向についての提言が述べられている｡ こ

こで提言されているのは, 以下のような点である ｡

①スペシャリストを養成していくキャリアをつくりあ

げること｡ ②硬直的な賃金制度を抜本的に変えること,

具体的には役職と賃金が結びついている事実上の職位

等級制をやめ, 民間のように資格と役職を分離し賃金

を資格に応じて決めること｡ ③昇給・昇格・昇進の際

に人事考課を利用することにより, 真面目に働くイン

センティブを与え, モラル・ハザードを防ぐように工

夫すること｡ ④人事管理改革に地方自治体の職員や労

働組合を参加させること｡

次に本書に対する論評を行いたい｡ 著者による上記

①～④の提言は, 第 2 章から第 5 章における考察から

導かれた総括的な結論であるとも考えられるから, こ

こではそれらの提言に対する論評を行っていく形で本

書への論評としていきたい｡

第 1 に, スペシャリスト養成の必要性についてであ

るが, 著者は, 地方公務員の異動パターンの多くはジェ

ネラリスト的であるとした上で, ジェネラリスト養成

に偏した地方公務員のキャリア管理のあり方について

批判的な立場をとっている｡ たしかに, ジェネラリス

ト養成型のキャリアの組み方が, 業務に不慣れな ｢新

人｣ を職場にあふれさせ, 市民サービスの低下を招い

ているという指摘はうなずける｡ また, ジェネラリス

ト養成型のキャリアが, 遅い昇進システムと相まって,

多くの職員に遅い時期までジェネラリスト管理者を目

指す競争に参加することを強い, その結果個々の職員

の専門性を低下させたり, 昇進競争を勝ち抜けなかっ

た中堅人材のスキルを生かしそこなっている面がある

ことは強調されるべきであろう｡

しかし, 地方自治体の業務の性格に関して民間との

相違を認めるのであれば, そこから民間よりもジェネ

ラリストを重視するような人事管理が出てくる必然性

についても目配りが必要である｡ 著者の念頭には, 自

治体行政の主たる位置づけは行政サービス提供を通じ

て市民の効用増加を図るものであるとする顧客志向的

な行政観があると思われるが, 地方自治体の業務の中

には, 単なる市民サービスとは言い切れない権力的な

業務や, 種々の集団の利益に対して中立的なスタンス

で執行されなければならない業務も少なからず存在す

るはずである｡ そうであれば, 必ずしも ｢実務の第一

線の担い手｣ ではない, むしろジェネラリスト管理者

型の人材の必要度は民間よりは高くなってくるかもし

れないのである｡

ただし, 本書で言及されている事例を見る限りでも,

異動のパターンには自治体によっても差が見受けられ

る｡ また, 異なる部門に異動したからといって必ずし

も異なる職務を行うようになるとは限らない場合もあ

る｡ その意味でも, 地方公務員＝ジェネラリスト型と

いう説については, キャリアの各段階ごとの分析や職

務内容にまで踏み込んだ分析などを通じて, 今後もよ

り詳細に検証がなされていく必要があろう｡

第 2 に, 資格と役職の分離の問題についてである｡

たしかに地方自治体の場合, ｢主幹｣ や ｢主査｣ など

の名称が, 資格等級名ではなく役職の名称となってい

る (例えば主幹かつ課長という人は存在しない)｡ さ

らに, これらの名称の職員は, 本来のスタッフ職では

なく, 特定の職員を指揮し特命事項について権限と責

任を持つなど, 実態的にライン管理職に準ずる役割を

果たしていることが多い｡ 著者はこれらを根拠に地方

自治体では民間の職能資格制度のような資格と役職の

分離がみられないとするとともに, これらの職員の存

在が地方自治体における役職比率の高さの原因になっ

ているとしている (第 3 章 3 節参照)｡

しかし, 職能資格制度が導入されている民間企業に

おいても, 資格と役職の分離は果たしてそれほど厳格

に行われているのだろうか｡ いや, むしろ実態として

は, 民間における職能資格制度も, 資格を役職に相当

程度リンクさせること (および制度自体の年功的運用)

を通じて, 管理職や管理職クラスを大量に生み出して

きたのではなかろうか｡ あるいは, もし著者が現在の

民間の職能資格制度以上に厳格な資格と役職の分離を

提唱しているのであれば, その場合はそのような厳格

な制度を公務部門に一足飛びに導入できるかどうかと

いう実現可能性の問題についてももっと考察がなされ

るべきである｡

また, 現実に地方自治体の役職比率が (職員の平均

年齢の差を考慮しても) 民間よりも高いとしても, 役

職比率は事業の性質によっても左右される, 課長級以

上でみると地方自治体の役職比率は民間より高いとは

必ずしも言えない, 民間の役職比率が正確に把握でき

る良質なデータが少ない, などの問題は考慮されるべ
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きであろう｡

第 3 に, 人事考課の問題についてである｡ 著者は,

多くの地方自治体で昇給・昇格に人事考課結果が反映

されず, 経験年数によりほぼ自動的に昇給・昇格して

いくことを指摘し, これが地方公務員のモラル・ハザー

ドを引き起こす可能性を指摘する｡ しかし, 公務員の

昇給・昇格に人事考課結果を反映させることの是非に

ついては, 地方自治体における人件費の予算的制約の

問題や, 公務員の場合非金銭的誘引による動機づけも

軽視できないという問題なども考慮して論じられる必

要があろう｡

また, 昇進の際にも人事考課結果を利用していない

地方自治体が多いということであるが, 本書における

データでみても, 都道府県や政令指定都市では人事考

課結果を利用している自治体も多いし, 特に政令指定

都市では昇任試験も実施していることが多い｡ 小規模

な市町村については, 職員数の少なさゆえにフォーマッ

ト化された人事考課制度の必要度は相対的に低くなっ

てくると思われる｡ そもそも, 人事考課の結果がペー

パーテストの成績やインフォーマルな評価などよりも

つねに公平で信頼性が高いという保証は必ずしもない｡

なお, 昇進速度の問題については, 地方公務員の昇進

速度が遅いことを著者は指摘している｡ しかし部署間

のインフォーマルなステータスの格差までを考慮すれ

ば, 昇進競争における実質的な選抜がより早い時期に

行われている可能性までは否定できないかもしれない｡

第 4 に, 人事管理改革へ職員や労働組合の参加を促

すべきという提言については首肯できる｡ しかしそれ

は, 単に産業民主主義モデルというだけではなく, 市

民参加や住民自治の視点を併せ持ったものでなければ

ならないだろう｡

本書は, 著者の ｢公務員研究三部作｣ の最後にあた

るものであり, 特に前著 『行政サービスの決定と自治

体労使関係』 (前浦穂高氏との共著, 明石書店) と相

補う関係にある｡ 本書は民間企業の人事管理との比較

という視点から, 公務・民間双方の既存実証研究の知

見も踏まえ, 地方自治体の人事管理の特徴・問題点・

改革の方向性, などについて明快にまとめていると評

価できよう｡ ただし本書は, 公務部門の組織特性や既

存の地方公務員人事管理システムの合理性を強調する

ような先行研究への十分な検討なしに, 民間型人事管

理の地方自治体への移植をことさらに強調しているよ

うに感じられる面もある｡ また, 分析において聞き取

り結果に依存する部分が多く, 個別人事データの定量

的分析が不足している面は否定できない｡ これらの意

味で, 率直に言って本書は研究書として読むにはやや

物足りないという印象も受ける｡ しかし, 地方公務員

人事制度改革の方向についての著者の見解は比較的明

快であり, その意味で本書は政策提言の書として特に

地方自治体関係者の実践的な問題関心には十分に応え

られる書である｡
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